
京都市告示第   号 

 景観法第１９条第１項の規定に基づき，以下に掲げる建造物を景観重要建造物に指定し

ましたので，告示します。 

  平成３０年６月２９日 

京都市長 門 川 大 作   

 建造物の名称及び所在地 

建造物の名称 建造物の所在地 

奥田邸 
京都市山科区西野山階町３６番１，３６番２，３６番３， 

 ３７番１，３８番１ 

旧前川邸  京都市中京区壬生賀陽御所町４９番 

髙田恒治郎邸  京都市北区出雲路立テ本町１０３番４ 

（都市計画局都市景観部景観政策課） 

１７０


